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ナトカリ事業の金銭評価-高血圧性疾患に関

する医療費の節約効果 
 

東北大学　経済学研究科　教授　吉田　浩 

東北大学　経済学研究科　特任助教　陳　鳳明 

 

1.　はじめに 

令和2年度における国民医療費の総額は42兆9,665億円に達しており、当年度の国内総生

産GDPの約8％を占めている（厚生労働省、2022）。同調査に基づき、この国民医療費の内訳

（傷病分類別医科診療医療費）を見ると、循環器系の疾患に関わる医療費は最も多く、6兆21

億円であり、第2位の新生物（腫瘍）に関連する医療費は全体の15.2％を占めていることが分

かる。上述の2種類の疾患の発症は高血圧や肥満といった生活習慣と関わっている部分が大

きい。したがって、日頃より健康的な生活習慣を定着させると、健康寿命の延長や生活の質（

Quality of Life）の向上などに直結するのみならず、保険財政の安定化にも繋がっていると言

える。 

しかし、定期的な運動や良い食生活習慣などを取り入れたとしても、時間コスト（時間）や肉

体的コスト（手間）などによって、途中で止めてしまい、挫折を経験した人は少なくないと言え

る。特に血圧管理においては、「手間がかかる」、「血圧のデータは環境などに依存している」
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や、「血圧管理の効果を測定しにくい」といった理由が挙げられる。高血圧は高血圧性心疾患

のほかに、脳血管疾患や認知症などの複数の病気のリスク要因であり、高血圧がある人にとっ

ては、血圧管理を放置すると、のちに大きな病気に繋がる可能性がある。日本高血圧学会が

編集された『高血圧診療ガイド2020』の中で、食塩制限（目標値：6ｇ/日未満）と野菜・果物の

積極的摂取が推奨されている。つまり、血圧を上昇させるナトリウムの摂取量を削減すると同

時に、降圧効果が見込まれるカリウムの摂取量を増加させることが重要である。近年、ナトリウ

ムとカリウムの比（尿ナトカリ比）という指標が利用されており、複数の研究によって、尿ナトカリ

比と高血圧に有意に関連した結果が報告されていた。 

筆者らはCOIプログラム令和4年度加速支援（COI東北拠点）の「日常人間ドック2.0」のため

の尿ナトカリ比測定の社会・経済的評価（テーマリーダー：小暮真奈　東北大学東北メディカ

ル・メガバンク機構助教）に参加している。本稿では、2017年度における宮城県登米市の特定

健康診査で得られた尿ナトカリ比測定のデータを用いて、ナトカリ比測定の経済的な効果を

試算することである。具体的には、回答者の尿ナトカリ比値が全員3.0までに抑えられると、高

血圧と直接に関連している高血圧性疾患に関わる医療費の節約額を試算することである。 

2.2017年度登米市における尿ナトカリ比と収縮期血圧との関係 

東北メディカル・メガバンク地域住民コホート調査の結果（2013～2015年）によれば、登米

市の尿ナトカリ比の平均値は男女それぞれ4.00、3.63であり、ともに宮城県内の他の市町村の

値より高くなっていることが分かる。こうした高めの尿ナトカリ比値は、登米市における高血圧

がある人の割合が高いことを意味している。Kogure et al.（2020）は登米市の特定健康診査の

参加者を対象とし、2017年度と2018年度に取得した尿ナトカリ比の測定データを分析したとこ

ろ、尿ナトカリ比値は収縮期血圧と強い相関があることを確認できた。この結果を踏まえて、筆
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者らは小暮研究グループの協力を得て、2017年度登米市特定健康診査の受診者を対象とし

て、再度解析を行った。詳細な回帰分析は表1に示している。ここで、尿ナトカリ比のほかに、

年齢、女性ダミー、飲酒頻度ダミーとBMIを共変量として重回帰分析に投入した。表1によれ

ば、ナトカリ比3.0未満の者を基準（1.0）とした場合の各ナトカリ比のグループの高血圧症有所

見の出現比（オッズ比）はナトカリ比3～4で1.09からナトカリ比10を超える場合で2.82である。

いずれも統計的に有意なオッズ比が推計されている（推定値は95％信頼区間の中に入って

いる）ため、尿ナトカリ比値が低いほど、高血圧リスクが低まっている結果が得られている。尿

ナトカリ比の基準値に関しては、厚生労働省の『日本人の食事摂取基準2020』の中で提示さ

れているナトリウムとカリウムの目標値を用いて計算することも可能である（Kogure et al., 2022)

。この場合の尿ナトカリ比の目標値は2.0となっている。ここでナトカリ比の啓発プログラムに

よって集団内の個人が行動変容を起こし、ナトカリ比3.0未満となるような生活習慣を身に付け

たとする。このときに改善が期待される者の割合をPAF（集団寄与危険割合）とすると、 

 

                                  PAFi=Pci(RRi-1)/RRi                             (1) 

と表される。式（1）においてPciはナトカリ比3.0以上の各グループ中で高血圧患者の割合であ

り、RRは基準（3.0）のグループに対して他のグループのオッズ比である。表1の推計結果を用

いて、集団寄与危険割合を計算でき、17.6％となっている。つまり、尿ナトカリ比3.0を超えるこ

とによって、高血圧になった人の割合は17.6％である。したがって、尿ナトカリ比の測定を通じ

て、全員の尿ナトカリ比値は測定基準値3.0以下に抑えられれば、17.6％の人は高血圧になら

ずに済むと言える。 

表1　2017年度登米市における尿ナトカリ比と収縮期血圧の関係について 
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Overall (n=15,338) オッズ比, 　95% 信頼区間 

年齢 per 1 year 1.08 1.07 1.08 
女性ダミー vs. 男性 1.04 0.96 1.13 
尿ナトカリ比 < 3.0 1.00 (ref.) 
 3.0-3.9 1.06 0.94 1.21 
 4.0-4.9 1.09 0.97 1.23 
 5.0-5.9 1.19 1.04 1.35 
 6.0-6.9 1.25 1.09 1.44 
 7.0-7.9 1.51 1.28 1.77 
 8.0-8.9 1.39 1.15 1.68 
 9.0-9.9 2.14 1.67 2.75 
 10- 2.17 1.83 2.58 
 P for trend < 0.01 

飲酒状況 飲まない 1.00 

 Alcohol < 1 drink/day 1.12 1.03 1.23 

 Alcohol 1-2 drink/day 1.96 1.73 2.21 

 Alcohol ≥2 drink/day 2.69 2.25 3.21 

BMI per 1 kg/m2 1.18 1.17 1.19 

PAF（集団寄与危険割合） 17.6% 

注：小暮研究グループの推計により筆者作成。1杯で23gのエタノールに相当する。被説明

変数は収縮期血圧である。 

 

3.高血圧性疾患に関する医療費の節約額の試算 
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　前述したように、高血圧性疾患は高血圧と直接に関連しているため、高血圧患者の減少に

よって、高血圧性疾患の患者も減っていくはずである。さらに、その関連医療費の減少も予測

されると言える。令和2年度国民医療費によれば、高血圧性疾患に関する医療費は1兆6,919

億円に達している。2で得られるPAFを用いて、尿ナトカリ比を3.0以下に抑制できれば、高血

圧性疾患に関わる医療費の年間節約額は約2,978億円である。 

 

4.まとめ 

本稿では、小暮研究グループの協力を得て、2017年度宮城県登米市の特定健康診査の

参加のデータを利用し、尿ナトカリ比値を基準値の3.0以下に抑制できれば、どのくらいの高

血圧患者が減るかを確認した。推計結果によれば、集団寄与危険割合は17.6％であり、尿ナ

トカリ比値を十分にコントロールできれば、17.6％の人は高血圧から免れることができる。さら

に、高血圧に深く関連している高血圧性疾患の年間医療費も高血圧患者の減少によって

減っていくことが予想できて、その節約額は2,978億円にも達している。一方、高血圧は複数

の病気のリスク要因であり、高血圧患者数が減れば、その波及効果として、他の病気に関わる

医療費の減少も予想できる。こうした間接的な医療費の削減効果に関しては、次回のニュー

スレターで述べる予定である。 

 

謝辞：本研究は、JST、COI、JPMJCA2202の支援を受けたものである。また、データの解析に当たっ

て、東北大学東北メディカル・メガバンク小暮真奈先生の研究グループよりご協力をいただき感謝を
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就労自立給付金制度と被保護者の就業イン

センティブ 
東北大学大学院経済学研究科　准教授　湯田道生 

 

 

　生活保護制度は，生活に困窮する国民に対して，最低限度の生活を保障するとともに，自

立を助長することを目的とした我が国の公的扶助制度である。公的扶助制度における就労に

よる自立の促進については，経済学分野において，かねてから様々な議論や研究蓄積があ

るが，日本の生活保護制度については，就労によって増加した稼働収入の一部か控除される

ことによって，増収分に近い金額が支給額から減額される仕組み，すなわち，限界税率が極

めて高率であるため，そもそも就業のインセンティブが刺激されないことが以前から指摘され

ている（國枝，2008；林，2021）。また，保護から脱却する段階においては，脱却後に発生する

税・社会保険料等の負担が生じることや，脱却直後に生活が不安定になりがちであることから

，保護状態に留まったり，再度保護状態に戻るというケースも報告されている。これらは総じて

「貧困の罠（poverty trap）」と呼ばれる現象であるが，欧米諸国では低所得者層への所得に

補助金を付与して彼らの自立を下支えすることによって，この問題に対処している。例えば，

米国の低所得者層を対象とした給付付き税額控除（Earning Income Tax Credit：EITC）や，

英国の母子世帯などを対象にした就労世帯税額控除（Working Family Tax Credit：WFTC）

がそれにあたる代表的な制度である。これらの導入効果を測ったEissa and Liebman（1996）や

Meyer and Rosenbaum（2001），Brewer, et al.（2006）などによれば，概ね，給付の増加によっ
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て，就業率が下がることが確認されているが[1]，より長期的には所得増や労働市場における

経験が蓄積されていることが確認されている（Neumark and Shirley, 2020）。 

　一方で，わが国でも近年，国や地方自治体が，被保護世帯の就労を支援する直接的な取り

組みや就業のインセンティブを刺激する様々な取り組みを実施している[2]。それらの効果を

検証した研究のうち，山田・駒村（2018）は，全国規模の個票データを用いた初の研究で，ひ

とり親世帯就労促進費の廃止と母子加算の復活といった就労支援と就労インセンティブの双

方に関わる制度変更に焦点を当て，それらが被保護母子世帯の労働供給に与えた影響を推

定している。厚生労働省が実施している『社会保障生計調査』の2009年の月次個票パネル

データを，変量効果を伴った差の差分法で推定した結果，15歳以下の児童がいる世帯につ

いて，上記の制度変更によって，被保護母子世帯の母親の就業率が0.2～6.8％有意に減少

することを明らかにしている。就労支援に関する分析については，玉田・大竹（2004）が，2002

年の大阪市を除く大阪府下44福祉事務所のクロスセクションデータを使って，生活保護制度

と大阪府の自立支援事業それぞれが，被保護世帯の稼働率に与える影響を分析している。

その結果，1世帯当たりの生活保護費や選定率が稼働率に負の影響を与えていることを確認

している。また，能力開発講座の有無・求人情報提供・求人情報フェアの実施などの就労支

援やケースワーカー関係の変数は，稼働率に有意な影響を与えていないことも報告してい

る。また，Matsumoto（2022）は，ある自治体のデータを使って，2008年以降の大不況期にお

ける就労支援プログラムの効果を使って検証している。傾向スコアマッチング法による分析の

結果，生活保護受給者の就労率はプログラムによって上昇することや，ロックイン効果はほと

んどのケースで有意でなかったこと，そして，プログラムの効果は，受給者が雇用を通じて生

活保護から脱却できるほど大きくはないことを明らかにしている。就労インセンティブに関する
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分析については，林（2021）が，2012～2016年の『被保護者調査』の「個別調査」を使って，被

保護者の就労選択や就労月収について多角的な観点から予備的な分析を行っている。その

結果，2013年の基礎控除改定が，就労月収の変化に与えた影響について考察を重ねている

が，これが2014年以降の収入の変化の主因とするまでの証拠は得られなかったとしている。そ

の他にも，安部・玉田（2007）は，2002年の都道府県データを使って，最低賃金と生活保護費

（主として生活扶助費）の比の地域差は，中卒男性の就業率に与える影響は限定的であるこ

とを明らかにしている。また，藤原・湯澤・石田（2010）は，2005年度のある自治体の生活保護

世帯に関するデータを使って，世帯類型別の受給期間（保護開始から廃止まで）について生

存時間分析により分析している。Kaplan–Meier法による分析の結果，その他世帯・母子世帯・

男性が世帯主である傷病者世帯の脱却が確認されている。また，駒村・道中・丸山（2011）は

，2008・2010年度のある自治体の被保護母子世帯の個票データを使って，就労阻害要因に

は，母親の健康状態（精神疾患）と高卒未満の低学歴があることを確認している。さらに，前述

の林（2021）では，2016年の『被保護者調査』の個別調査の個票データを使って，保護開始前

に被用者保険加入者であったこと，母子世帯であること，20代～50代であることが就労確率を

特に有意に上昇させていることが確認されている。 

　以上のような背景を踏まえて，本研究では，2012～2017年度の『被保護者調査』の個票パネ

ルデータを使って，2014年度に導入された就労自立給付金制度が，被保護者の就業インセ

ンティブに与えた影響を分析している。この制度は，生活保護から脱却時に発生する貧困の

罠へ対応するために導入された制度である。より具体的には，保護受給中の就労収入のうち

，収入認定された金額の範囲内で別途一定額を仮想的に積み立てておき，安定的な就労の

機会を得たことで保護廃止に至った場合に，それらを一括して世帯に支給するものである。し
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かしながら，本制度が導入されてから間もないこともあって，当制度が被保護者の就業のイン

センティブにどのような影響を与えているのかはまだ明らかにされていない。 

固定効果モデルによる分析の結果，就労自立給付金制度が被保護者の就労インセンティ

ブを刺激した証拠は確認されなかった。この結果は，様々な世帯，性別などにおいても同様

であった。就労自立給付金の導入が，被保護者の就労インセンティブに影響を与えなかった

理由の一つには，制度の周知が不足している点が挙げられる。厚生労働省（2017）によれば，

給付金申請者の95.5％は，福祉事務所から説明を受けるまで制度の存在を知らなかったと回

答しているが，彼らの約6割は，自治体から説明を受けた後に，就労意欲が増したり，就労継

続しやすくなったという。このアンケート結果は，保護を脱却した人々の回答なので，被保護

者全体に与えた影響は依然不明である点には留意する必要はあるが，低所得者は一般的に

近視眼的になりがちで，近未来のことまで考えられる余裕がない傾向がある。同報告（厚生労

働省，2017）によれば，自治体の説明時期は，就労指導時・家庭訪問やケースワークなどで

定期的・保護開始時とバラバラだが，Chetty, et al. (2013)などの知見からも，早期にかつ定期

的に細かな情報提供を与えていくことが重要である可能性がある。もう一つは，本分析の結果

には除ききれていないタイムトレンドがまだ存在している可能性がある。具体的には，本分析

では，就労収入にかかる控除を一切考慮していないため，使用している変数が被保護者の就

労の実態と乖離している可能性がある。具体的には，就業月収に対する勤労控除を考慮して

いないし，林（2021）で議論とされている基礎控除と就労の関係も考慮していない。林（2021）

と本分析の結果を合わせて考えると，基礎控除の改定が就労につながった効果が存在してい

るように見受けられる。実際に，控除の適用は，保護開始直後でも，毎月の可処分所得で把

握できるが，その時点で，近未来の脱却時の生活を考えることまでは及ばない可能性がある。

 

 

 

10 



 

 

こうした状況証拠を踏まえると，本分析の負もしくは非有意な結果は，そうした除ききれていな

い潜在的なトレンド（negative bias）を拾っている可能性がある。 

最後に，本稿の限界についてまとめたい。まず，『被保護者調査』を使った分析では，就労

自立支援金制度の目的がどの程度達成されたのかが判断できない。なぜならば，この調査は

，被保護者のみに対する調査であるため，保護から脱却すると調査客体から外れてしまうため

である。また，就労や収入に関する影響を図るうえで，標準的な変数である労働時間や学歴

が調査項目に含まれていないことも重要な課題である。学歴の影響については固定効果で考

慮はできるため，平均的な因果効果の一致推定量は得られるが，低学歴であるほど就労が困

難であったり，就業意欲が高くなかったり，そもそも低収入である可能性が高いため，異なる学

歴を有する被保護者に対する具体的な影響を検証することができない。また，労働時間に関

する変数も存在しないことから，当制度がintensive marginに与える影響も検証できないため，

包括的な就労支援に資する政策的含意を提供することができない点も大きな課題である。 

 

 

[1] これらについては，Moffit（2002）などがその時点までの包括的なサーベイを行っている。

邦語では國枝（2008）や勇上・田中・森本（2017）が参考になる。 

[2] 阿部ほか（2008）は，2000年代中葉までの我が国の就労支援策と関連する研究について

まとめている。 
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表1　記述統計量 
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注：全体における就労日数・本人就労月収の観測値数（個人数）は，1,257,678（583,593）であ

る。**は1％有意水準で有意であることを示す。 

 表２ 就労自立給付金制度の導入が就業インセンティブに与えた影響　 

 

 

 

13 



 

 

 

Notes：固定効果モデルによる推定結果。上段は係数推定値，下段は福祉事務所単位の

clustering robust standard error である。**は1％，*は5％有意水準で有意であることを表す。

いずれの回帰式にも，年齢とその二乗項，続柄ダミー群（基準は子供），世帯類型ダミー群

（基準は高齢世帯），世帯人数，保護歴の有無，居宅ダミー群（基準は持ち家・賃貸以外），直

近3か月の有効求人倍率の対数値，級地ダミー群（基準は級地1-1），トレンド項（全国一律の

aggregate time trendまたは都道府県ごとのlocal specific trends）および定数項が含まれてい

る。 
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図１ 成果変数の経時的推移 

 

Notes: 分析サンプルより筆者作成。平均値の推移と95％信頼区間をまとめている。 
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